
暮
ら
し

life

ん
な
と
き

こ

う
し
た
ら
い
い
の
？

ど

以
前
か
ら
統
計
調
査
に
興
味
が
あ

り
ま
す
。
調
査
員
に
は
ど
う
し
た

ら
な
れ
る
の
で
す
か
？　

ま
た
、
調
査
員
は

ど
の
よ
う
な
仕
事
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

調
査
員
に
な
る
た
め
に
は
、
ま

ず
登
録
が
必
要
で
す
。
登
録
か
ら

実
際
に
調
査
員
と
し
て
働
く
ま
で
の
流
れ
は

図
1
の
と
お
り
で
す
。

　

調
査
員
の
業
務
は
、
個
人
宅
や
事
業
所
な

Ｑ 統
計
調
査
員
っ
て
、
ど
う
し
た
ら
な
れ
る
の
？

ど
を
訪
問
し
デ
ー
タ
を
集
め
る
と
い
う
、
と

て
も
大
切
な
仕
事
で
す
。
調
査
員
の
仕
事
は
、

お
お
ま
か
に
は
図
2
の
と
お
り
で
す
。
調
査

に
よ
っ
て
多
少
違
い
が
あ
り
ま
す
。

　

一
人
ひ
と
り
の
統
計
調
査
員
が
集
め
た
デ

ー
タ
の
集
大
成
が
「
統
計
」
と
し
て
、
国
や

地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
利
用
さ
れ
ま
す
。

問
　
秘
書
広
報
課
広
報
統
計
係

　
　

☎
34
・
2
0
6
9

Ａ調査員の登録から調査までの流れ

❸統計調査実施の約 1～ 2 ヵ月前に
町の統計担当者から依頼します。

❶登録申請書と意向確認書に必要事項
を記入し、秘書広報課広報統計係（情
報コーナー）へ提出する。

❷登録完了後、秘書広報課広報統計係
から登録済通知書を送付します。

登録できる人は
① 20歳以上の町内在住者で、健康
で職務を遂行する体力のある人

②職務上知り得た秘密の保護に責任
を持てる人

③税務、警察及び選挙に直接関係の
ない人

⑤暴力団員などまたは暴力団員と社
会的に非難されるべき関係を有す
る者でない人

統計調査員の仕事の流れ

❻調査票などの調査関係書類を町へ提
出する。

❹記入された調査票を回収する。

❸記入依頼と調査票を配布するととも
に、記入の仕方を説明する。

❷❶を受け、担当調査区の範囲と調査
対象を確認する。

❶町が主催する事務打ち合わせ会（説
明会）へ出席する。

❺集めた調査票を検査・整理する。

図 1

図 2

212広報たわらもと 2012.08

人
権

Hum
an rights

1

※「てんいち」とは、てん（英語の 10）と、いち（1）を合
わせて 1

てんいち

1（毎月 11日は人権を確かめあう日）という意味です。

2 3 4
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暮らしの情報 　町民の皆さんの生活に関する情報を
紹介します。

健
康

Health

国保中央病院☎ 32-8800

17

健康フェスティバル
を開催します
国保中央病院企画総務課　☎ 32-8800

　

国
保
中
央
病
院
で
は
、「
第
3
回　

健
康

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
を
開
催
し
ま
す
。

　

地
域
住
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
保
持
と
増

進
、
ま
た
当
院
を
知
っ
て
い
た
だ
く
き
っ
か

け
に
で
も
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。

「
健
康
の
こ
と
で
気
に
な
っ
て
い
る
」「
自

分
の
体
を
知
っ
て
み
た
い
」「
介
護
で
悩
ん

で
い
る
」「
Ａ
Ｅ
Ｄ
っ
て
見
た
こ
と
は
あ
る

け
れ
ど
、
ど
う
使
う
の
？
」「
コ
ン
サ
ー
ト

を
観
て
み
た
い
」「
あ
ん
み
つ
食
べ
た
い
な

ぁ
」
と
思
っ
た
人
は
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

事
前
申
込
不
要
、
す
べ
て
無
料
で
す
。

日時 9 月 1 日㈯午後１時～

午後 1 時～ 3 時　雨天決行

場所 国保中央病院 1 階中央ホール

内容

第 3 回健康フェスティバル

健康コーナー
❶測定
血圧、腹囲、血糖、体脂肪、
ＳｐＯ２（動脈血酸素飽和度）、骨密度

❷ストレスチェック、物忘れチェック
❸メタボリック症候群予防
パンフレット配布と健康体操

❹医師による健康相談
内科、外科、整形外科、小児科

❺看護師による相談
看護、在宅介護など

❻ＡＥＤ（自動対外式除細動器）の実践
フードコーナー
フランクフルト、かき氷、あんみつ

コンサート
北中学校吹奏楽部による演奏（午後 2時～ 3時）

教
育

 Education

付
加
年
金
と
は

　

付
加
年
金
は
、
自
営
業
・
自
由
業
・
学
生

な
ど
の
人
が
加
入
し
て
い
る
国
民
年
金
第
１

号
被
保
険
者
を
対
象
と
し
た
任
意
の
公
的
年

金
制
度
で
す
。
毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料

（
１
万
４
９
８
０
円
）
に
合
わ
せ
て
、
付
加

保
険
料
（
月
４
０
０
円
）
を
プ
ラ
ス
し
て
納

め
る
と
、
老
齢
基
礎
年
金
受
給
時
に
付
加
年

金
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

手
続
き
方
法

　

印
鑑
と
年
金
手
帳
を
持
参
し
、
町
住
民
保

険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
、
ま
た
は
桜
井
年

金
事
務
所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

桜井年金事務所☎ 42-0033
町住民保険課国保医療・年金係☎ 34-2097

付加保険料を納めて
年金受給額を増やそう

知 ろ 国 民 年 金

後 の 備 え に ！

う

老

付加保険料の留意事項
納付は、申し込んだ月分からとなります。
老齢基礎年金とあわせて受給できる終身年金ですが、定額のた
め物価スライド（増額・減額）はありません。
全額が社会保険料控除の対象となります。
保険料納付の免除・猶予を受けている人、専業主婦などの国民
年金第３号被保険者、国民年金基金の加入者は申請できません。
納付期限（対象月の翌月末）を経過しての納付はできません。

付加年金の年金額＝ 200 円×付加保険料納付期間の月数

付加年金年額受取額早見表（単位：円）

納付
期間

納付額
付加年金

受取額
（1 年間）

付加年金
受取額

（2 年間）
1 年 4,800 2,400 4,800
5 年 24,000 12,000 24,000
10 年 48,000 24,000 48,000
15 年 72,000 36,000 72,000
20 年 96,000 48,000 96,000
30 年 144,000 72,000 144,000
40 年 192,000 96,000 192,000

付加年金の年金額
200 円× 12月× 20年
＝ 48,000 円

具体例

付加保険料の納付額
400 円× 12月× 20年
＝ 96,000 円

付加保険料を
20年間納付した場合

付加年金の年金額の計算方法

96,000 円を納付すると、毎年 48,000 円の付加年金が老齢
基礎年金に上乗せして受け取れます。付加年金を 2年受給
すると、納付した付加年金保険料額と同額になりお得です。

計算式


